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自己研鑽努力証明制度 

 

１． 制度の概要 

電気保安業務に従事する電気技術者の技術レベルの⼀層の向上ならびに 

⾃⼰研鑽努⼒の社会へのアピールの観点から、「⾃⼰研鑽努⼒証明制度」 

への参加申込をした会員が、⾃⼰研鑽努⼒証明制度の対象となる講習会（別添 

資料を参照）を“⼀定の条件”で受講した場合に、本部会⻑名の受講証明証（以下、

「証明証」という）を発⾏する制度です。 

 

〔必要となる“⼀定の条件”とは・・・・〕 
  中国⽀部が定めた「⾃⼰研鑽努⼒証明制度対象講習会」を次の条件で受講した場合

をいいます。 
① 期間：最初の講習会受講後５カ年（60 カ月）以内に修了 

② 研修の範囲：総合、法規、実技、技術の４分野 

③ 必要となる単位：８単位（３２時間以上） 

 
 
 
 

２．ご案内・申込方法(次ページ以降)  
 

「⾃⼰研鑽努⼒に対する証明制度」の実施について ２ページ 

⾃⼰研鑽努⼒証明制度実施フロー ３ページ 

⾃⼰研鑽努⼒証明制度 参加申込書 ４ページ 

⾃⼰研鑽努⼒証明制度 受講者カード ５ページ 

⾃⼰研鑽努⼒証明制度 証明証 ６ページ 

 

※  新型コロナウイルス感染症の蔓延により、 

講習会が中止となった場合は、当該講習会の次回開催日まで期間を延長すること

ができます。 
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『⾃⼰研鑚努⼒に対する証明制度』の実施について 

 
 

 （公社）日本電気技術者協会では、電気保安業

務に従事する電気技術者の技術レベルの一層の向

上ならびに自己研鑽努力の社会へのアピールの観

点から、「自己研鑚努力証明制度」を開始するこ

とになりましたので、ご案内いたします。 

 

１．制度の概要について 

「自己研鑚努力証明制度」への参加申込をした

会員が、右表の自己研鑚努力証明制度対象講習会

を“一定の条件”で受講した場合に、本部会長名

の受講証明証（以下、「証明証」という）を発行

するものです。 

（１） 手続き 

 ① あらかじめ自己研鑚努力証明制度参加申

込書（以下、「参加申込書」という）を当支部

に提出し、自己研鑚努力証明制度受講者カー

ド（以下、「受講者カード」という）の発行を

受ける。 

 ② 発行を受けた会員は、対象の講習会を受講

する都度、窓口に、本人確認ができる証明証

を提示をした上で受講者カードを提出し、受

講したことの確認（確認印）を受ける。 

 ③ “一定の条件”を満たした会員は、受講者

カードを中国支部へ提出し、本部会長名の受

講証明証を受領する。 

（２） 必要となる“一定の条件”とは・・・ 

中国支部が定めた右表の「自己研鑚努力証

明制度対象講習会」を次の条件で受講した場合

をいう。 

④ 期間：最初の講習会受講後５カ年（60 カ

月）以内に修了 

⑤ 研修の範囲：総合、法規、実技、技術の４分野 

⑥ 必要となる単位：８単位（３２時間以上） 

 

 

 

（３）参加申込 

   随時受付 

（４）証明証発行費用 

     無料 

 

   ・ 中国支部以外のカリキュラムの受講も認

定可能となりますので、詳細は、中国支部

にてご確認ください。 
 
自己研鑽努力証明制度対象講習会一覧表 

（中国支部） 

 

分野 科目（講習会） 
受講 

時間 
単位

必要

単位

総合 電気主任技術者技術研修会 － 1 

4 
法規

電気設備の技術基準とその

解釈講習会 
6.5 1 

電気関係法規実務講習会 6 1 

高圧受電設備規程講習会 12 3 

自家用電気工作物保安管理

規程講習会 
4.5 1 

実技

保護継電器実技講習会 6.5 1 

2 
シーケンス基礎講習会 13 3 

技術

電気設備保全担当者基礎講

習会 
10 2 

2 
電気設備保全管理講習会 6 1 

太陽光発電設備メンテナン

ス技術講習会 
6 1 

系統現象・保護協調講習会 6 1 

 （注１）「実技」は両科目の受講かつ 2単位以上が必要 
（注２）「技術」は 2 科目および 2 単位以上が必要 
（注３）原則、1単位＝4時間受講としてカウントし、「総

合＋法規」4 単位以上、「実技」2 単位以上、「技
術」2単位以上の合計 8単位（受講時間数 32 時間
以上）の受講が「証明証」発行の条件となる。 

（５）その他 

     他支部で開催される対象講習会・研修等を

受講した場合、所定の条件に合致したものに

ついて、その単位・時間数を合算しますの

で、中国支部にお問合せください。 
 

※  新型コロナウイルス感染症の蔓延により、 

講習会が中止となった場合は、当該講習会の

次回開催日まで期間を延長することができま

す。 
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自己研鑽努力証明制度実施フロー 

 

 

 受 講 者 中 国 支 部 本  部 

 

 

参加申込 

 

 

 

 

 

 

  

 

対象講習会
の受講 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

「自己研鑚
努 力 証 明
証」発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証明証発行申請 

 

 

 
  

参加申込 
(メール・FAX 等
で参加申込) 

受講者カード発行 

保 管 

受講申込 

(講習会当日、窓口

に本人確認ができ

る証明証を提示し

た上で受講者カー

ドを提出) 

受講者カードに

必要事項記入 

    保 管 

修了後に 

受講者カードの提出 

(証明証発行申請) 

証明証の郵送等 受 領 

 

証明証の作成／発行 

 

支部へ郵送 

 

記録／管理 
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年   月  日 

 

（公社）日本電気技術者協会中国支部 宛 

（E-mail: za3@pnet.gr.energia.co.jp）P2_「自己研鑚努力に対する証明制

度」の実施について 

（ＦＡＸ：082-246-3338） 

 

自己研鑽努力証明制度 参加申込書 

 

 

ふ り が な  

参加者氏名 
 

 

会 員 種 別 
（〇で囲んでください） 

   正（終身）会員      維持会員 
  

住      所 

〒    —         TEL：（   ）  — 

              FAX：（   ）  — 

              携帯：    —       — 

 

E-Mail： 

勤  務  先 
 

勤務先住所 

〒    —         TEL：（   ）  — 

              FAX：（   ）  — 

              携帯：    —       — 

 

E-Mail： 

連  絡 先 

（送 付 先） 
１．自宅        ２．勤務先 

（注） 申込書にご記入いただいた個人情報は、本目的以外で使用することはありません。 
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自己研鑽努力証明制度 受講者カード  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 様式は，運用上予告なく変更される場合があります。 

自己研鑽努力証明制度 

受講者カード 

 
 
 １．氏 名（会員区分） ○○ ○○（○○会員） 

   （維持会員 ○○○○株式会社△△支店） 

 ２．生年月日    

 ３．開始日時   20XX 年○○月○○日（最初の受講日） 

 ４．修了期限   20XX 年○○月○○日 

 ５．受講記録 
分  野 講 習 名 受 講 日 事務局確認欄 

総合・法規・実技・技術 ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 20XX.00.00 
日本電気協会 
中 国 支 部 

総合・法規・実技・技術 Ｘ  Ｘ  Ｘ  Ｘ  Ｘ  Ｘ  Ｘ 20XX.00.00 
日本電気技術者協会
中 国 支 部 

総合・法規・実技・技術     

総合・法規・実技・技術    

総合・法規・実技・技術    

総合・法規・実技・技術    

総合・法規・実技・技術    

総合・法規・実技・技術  
  

総合・法規・実技・技術    

総合・法規・実技・技術    

総合・法規・実技・技術    

  （注） 受講者カードは、自己管理を基本とし、紛失しても再発行しませんので、確実な 

保管をお願いします。 
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      自己研鑽努力証明証（イメージ） 

 

JEEA○○○○（西暦）- 〇○○号  

自己研鑽努力証明証 

 

殿    

 

あなたは 公益社団法人日本電気技術者協会 

が実施する自己研鑽努力制度の所定の研修を 

修了したことを証明する 

◎ 総合・法規 ４単位 

◎ 実技 ２単位 

◎ 技術 ２単位 

 

２０△△年  月  日  

公益社団法人日本電気技術者協会 

会 長   ○ ○ ○ ○     

（注） 様式は、運用上予告なく変更される場合があります。 


